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「埼玉が牽引する持続可能な社会の構築」 

に向けた提案・要望 

 

＜針路別提案・要望＞ 

針路３ 介護・医療体制の充実 
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■地域で高齢者が安心して暮らせる社会づくり   

 

１ 介護保険財政の国負担の見直し 

 
                                要望先 ：厚生労働省 

                                県担当課：地域包括ケア課 
 

◆提案・要望 

 国は、全市町村に対し介護給付費の25％（施設給付費は20％）を負担し、調整交付金

はその外枠の制度とすること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 介護保険法により、国は給付費の 25％（施設給付費は 20％）を負担することとされている。

しかし、給付費の５％相当分は、調整交付金として後期高齢者等の人口比率や第一号被保険者の

所得状況などに応じて市町村ごとに増減されている。 

・ 調整交付金が減ぜられた場合、その分は第一号被保険者の保険料で賄うこととなり、例えば不

交付（調整交付金額０円）の保険者の第一号被保険者は、標準（調整交付割合５％）の場合より

も約21.7％高い保険料を負担しなければならなくなる。 

・ なお、調整交付金の算定方法について、特に年齢が高い高齢者の分布をきめ細かく反映させる

ための見直しが行われているが、令和７年度の本県の普通調整交付金の平均交付割合は2.76%（令

和６年度2.37％)であり、依然として５％を大きく下回る。（不交付団体は５保険者（令和６年度

８保険者）） 
 

◆参考 

 ○介護給付費の負担割合 

＜ 標 準 ＞  ＜調整交付金不交付＞ 

 
    

        ※この｢５％｣は、施設給付費以外では国が負担し、 施設給付費では県が負担する。 
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２ 介護保険制度における低所得者対策の充実 

 
                                要望先 ：厚生労働省 

 県担当課：地域包括ケア課 
 

◆提案・要望 

（１） 低所得者層の段階の細分化を可能とするなど負担能力に応じてきめ細かく介護

保険料が定められる制度とすること。 
 
（２） 低所得者の利用者負担を軽減する補足給付及び社会福祉法人等による利用者負

担額軽減制度について、特定のサービスや経営主体に限定することなく、居住費

を伴うサービス全般に広げるなど拡充を図ること。 
 
（３） 低所得者の負担能力の判定基準については、介護保険制度の中で共通の算定方

法とすること。 
 
（４） 介護職員の賃上げにより、介護保険料や自己負担額について過度の負担が低所

得者にかかることのないよう配慮すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 国民皆保険制度である介護保険の保険料や利用に要する負担は、被保険者の負担能力に応じた

ものでなければならないが、保険料については、住民税が非課税になっている者の所得区分が介

護保険法で５区分に固定されており、保険者の裁量できめ細かく設定することができない。 

・ 利用者の負担を軽減する補足給付については、低所得者の居住費（滞在費）と食費に係る負担

を軽減する給付であるにもかかわらず、認知症高齢者グループホームや特定施設入居者生活介護

等が対象外である。また、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度については、利用者の状

況にかかわらず、サービスの提供主体が社会福祉法人又は市町村の場合に限られる。 

  この２つの制度は、利用者の状況に関わらず、類似・同等のサービスの利用であってもサービ

ス提供主体等の状況によって利用者の負担が大きく異なっている。 

  また、令和３年に補足給付について預貯金や収入の要件が見直され、一部の利用者の食費に係

る負担が大幅に増えたほか、令和６年からは居住費の負担限度額が増額になっている。このこと

で、介護保険施設やショートステイの利用が避けられてしまうことのないよう、低所得者の食費・

居住費の負担軽減の拡充が図られるべきである。 

・ また、保険料や利用料の算定方法は、制度によって基準が異なり、非課税年金を考慮するもの、

預貯金を勘案するもの、家族・配偶者の資力を勘案するものなど様々であり、同程度の資力であ

っても、収入の種類等により算定される額が大きく異なってしまい、利用者の負担能力に真に応

じた制度とはなっていない。 

・ 令和６年度からの第９期介護保険事業計画期間においては、低所得者の保険料標準乗率が引き

下げられ、低所得者の負担軽減が図られる一方で、介護報酬改定等により介護保険料が増額とな

る低所得者もいる。 
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◆参考 

 ○介護保険料の段階について  ＜例：第１段階と第２段階＞ 
 

 2,500円／月 

（標準の48.5%） 

 

1,500円／月 

（標準の28.5%） 

826,500円を超えると 

保険料額が1.7倍となる 

第１段階 

所得金額82.65万円以下 

第２段階 

所得金額120万円以下 

 

 ○介護保険料の標準的な段階 
   対  象 者 

段階 保険料率 住民税(本人) 住民税(世帯) 本人の前年の合計所得金額＋年金収入金額の合計額 

第１ 28.5％ 
－ － （生活保護受給者） 

  （老齢福祉年金受給者）82.65万
円以下 

第２ 48.5％ 非課税 非課税 82.65万円超120万円以下 
第３ 68.5％   120万円超 
第４ 90％   82.65万円以下 
第５ 100％   82.65万円超 
第６ 120％  課税 120万円未満 
第７ 130％ 課税  120万円以上210万円未満 
第８ 150％   210万円以上320万円未満 
第９ 170％   320万円以上420万円未満 
第10 190％   420万円以上520万円未満 
第11 210％   520万円以上620万円未満 
第12 230％   620万円以上720万円未満 
第13 240％   720万円以上 

                         ※ 預貯金等は判断基準ではない。 
 

 ○利用料（食費・居住費等）に対する補足給付、社会福祉法人等による軽減制度について 

 補足給付 
（特定入所者介護サービス費） 

社会福祉法人等による 
利用者負担額軽減制度 

対象者 住民税世帯非課税等 
（預貯金等500万円以下～650万円以下） 

住民税世帯非課税、単身年収150万円以下等 

事業主体 （制限なし） 社会福祉法人または公営に限る 

対象 
サービス 

・特別養護老人ホーム(地域密着含む) 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・ショートステイ（療養介護を含む） 

・特別養護老人ホーム(地域密着含む) 

・ショートステイ 

  等 

対象外のサービス ・グループホーム、有料老人ホーム 等 ・グループホーム、有料老人ホーム 等 

 

 ○所得と負担能力の比較例 

   下表のＡさんとＢさん：収入金額がほぼ同じであるにかかわらず、収入の種類等により保険料と

利用料(補足給付)の負担の判断が逆となる例 

  ・介護保険料 Ａさん＜Ｂさん （Ｂさんの方が、負担が大きい） 

  ・補足給付  Ａさん＞Ｂさん （Ａさんは給付対象外のため、利用料負担が大きい） 

   下表のＢさんとＣさん：Ｃさんが、収入金額が少ないにも関わらず、課税収入があるため、収入

金額が多いＢさんより保険料も利用料も高くなる例 

  ・介護保険料 Ｃさん＞Ｂさん （Ｃさんの方が、負担が大きい） 

  ・補足給付  Ｃさん＞Ｂさん （Ｃさんは給付対象外のため、利用料負担も大きい） 

標準５千円 
（月額）の場合 
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   Ａさん Ｂさん Ｃさん 

所得・ 
資産の 
内容 

ａ 公的年金等収入金額  79万円 180万円 160万円 

ｂ 非課税年金収入金額 100万円   0円   0円 

ｃ           （小 計） 179万円 180万円 160万円 

ｄ 合計所得金額     0円  70万円  50万円 

ｅ 住民税 非課税 非課税(寡婦) 課税 

ｆ 預貯金等 3千万円 400万円 100万円 

負担の
内容 

 介護保険料 
第１段階 

(基準額の28.5％) 
第３段階 

(基準額の68.5％) 
第６段階 

(基準額の120%) 

 補足給付 給付対象外 給付対象 給付対象外 
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３ 認知症施策の推進 

 
                                要望先 ：厚生労働省 

 県担当課：地域包括ケア課 
 

◆提案・要望 

（１） 認知症になってからも住み慣れた地域で希望をもって自分らしく暮らし続ける

ことができる社会の実現に向けて、正しい知識と理解の普及や認知症の人と家族

を社会全体で支える体制の構築、地域の実情に応じた体制づくりに対する恒久的

な財政措置を行うこと。 
 
（２） 若年性認知症の人たちの就労の継続を含めた社会参加等、本人の力を最大限生

かせる環境整備を行うこと。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 令和６年５月に国が公表した試算によると、認知症高齢者の数は、2040年には約584万人とな

る推計である。本県についても34.5万人と推計され、高齢者の約15パーセントを占めることにな

り、誰もが認知症になり得る時代となる。 

・ こうした中、令和６年12月３日に共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づく国の

「認知症施策推進基本計画」が閣議決定された。計画では、認知症の人を含めた国民一人一人が

その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力あ

る社会の実現を目指すため、認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」に基づき施策を推

進することが掲げられている。 

  また、国民一人一人が「新しい認知症観」を理解していることが重要であることから、上記の

国の基本計画でも重点目標として設定されている。 

・ 埼玉県でも「新しい認知症観」を普及するために認知症サポーターの養成を推進するととも

に、チームオレンジを整備するなど、地域の実情に応じて、認知症の人が尊厳を保持しつつ希

望をもって暮らせる社会環境を確保する取組を進めてきたところである。 

・ この「新しい認知症観」の普及や、地域の実情に応じて、認知症になっても希望をもって自分

らしく暮らし続けることができる体制づくりが必要であり、恒久的な財政支援を求めるものであ

る。 

・ また、若年性認知症の方の課題は多く、若年性認知症の多くの方が発症時に就労しているもの

の、退職を余儀なくされ、その結果収入が減少するなど、就労の継続を含めた認知症の人の社会

参加の機会の確保等、本人の力を最大限に生かせる環境整備を求めるものである。 

 

◆参考 

 ○「チームオレンジ」を整備している市町村数（※県内63市町村のうち） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

７市町 16市町 31市町村 43市町村 55市町村 
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４ 介護支援専門員の確保 

 
要望先 ：厚生労働省 

                  県担当課：高齢者福祉課 
 

◆提案・要望 

（１） 今後不足が見込まれる介護支援専門員を安定的に確保するため、職責に見合っ

た処遇となるよう適切な介護報酬を設定すること。 
 
（２） 介護支援専門員がケアマネジメント業務に注力できるよう、法定業務以外のい

わゆる「シャドウワーク」を担わずに済む環境を整備すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 令和８年度に行われる介護報酬臨時改定において、介護支援専門員を含む介護従事者の処遇改

善についての措置が講じられることになったが、介護支援専門員の給与水準は全産業平均に比べ

ても低い状態であり、高い専門性と職責に見合った給与水準とする必要がある。 

・ 埼玉県が行った居宅介護支援事業所へのアンケートでは、43.1％の事業所が介護支援専門員が

不足していると回答し、また、51.4％の事業所が介護支援専門員の負担感が増加していると回答

している。 

・ 令和７年度に（一社）埼玉県老人福祉施設協議会から県に対し、介護支援専門員の人材不足が

年々深刻化している状況を踏まえ、「介護支援専門員についても介護職員同様の処遇改善が実施

できるよう支援をお願いしたい。」との要望が出されている。 

・ 近年、複合的な課題を抱える高齢者の増加により、介護支援専門員は「シャドウワーク」と呼

ばれる無償の法定外業務を行わざるを得ない場面があり、現場の大きな負担となっている。 

・ 令和６年度の厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、「基本的

には市町村が主体となり関係者を含めて地域課題として協議する」と整理されたが、その具体的

な方策については示されていない。 

・ 介護支援専門員が本来のケアマネジメント業務に注力することができるよう、具体的に介護支

援専門員の業務負担軽減につながる環境整備を行うよう国の対策を求める。 

 

◆参考 

 ○給与額等比較表  

 年齢 勤続年数 給与月額 ＊ 

全産業 44.4歳 12.7年 370.5千円 

介護支援専門員 53.1歳 12.4年 309.1千円 

福祉施設介護員 45.3歳 9.0年 277.7千円 

＊ 厚生労働省 令和７年賃金構造基本統計調査（全国）「きまって支給する現金給与額」 

 

 

  



165 

 

５ 介護サービス事業者の安定運営確保の推進 

 

 

要望先 ：厚生労働省 

                     県担当課：高齢者福祉課 
 

◆提案・要望 

介護サービス事業者の安定的な運営が確保できるよう、介護報酬について、定期改定

時を待つことなく、臨時的な改定を行うことで、食材費や燃料費をはじめとした急激な

物価上昇などの社会経済情勢の変化に機動的に対応すること。 

また、訪問介護など令和６年度の介護報酬改定において基本報酬が減額されたサービ

ス種別について、小規模事業者を含め事業者の経営実態を正確に把握し適切な介護報酬

とすること。 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 令和６年度の介護報酬改定において訪問介護の基本報酬が減額されたことや、物価高騰・人材

不足の影響などにより、訪問介護事業所の経営は大変厳しい状況にある。 

・ 光熱費や食材料費の価格上昇分はコストを削減するだけでは対応できず、介護サービスは国が

定めた介護報酬により運営されているため、利用者へ負担を転嫁することも難しい。令和８年度

に行われる介護報酬臨時改定により、食費に関する基準費用額の引上げが行われるものの、十分

なものとは言えない。 

・ 特に、令和６年度の介護報酬改定において基本報酬が減額された訪問介護等のサービスについ

ては、全国的に廃業や倒産の件数が増加している状況も踏まえ、年度途中の臨時的な措置を含め、

安定的な運営が確保できるよう、機動的に必要な措置をとるべきである。 
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■地域医療体制の充実   
 

１ 医療保険制度の見直し【一部新規】 

 
                      要望先  ：内閣府、総務省、財務省、厚生労働省 

                      県担当課：国保医療課 
 

◆提案・要望 

（１） 市町村の国民健康保険運営協議会において、国保財政の健全化等の議論が十分

に実施できるよう、都道府県の納付金等の算定時期を前倒しできるような見直し

を検討すること。 
 
（２） 保険料（税）水準の統一に向けて支障とならないよう、納付金の算定に用い

る係数については、仮係数から確定係数にかけての変動による納付金及び標準

保険料率の上昇が生じないような運用方法を検討すること。 
 
（３） 普通調整交付金や高額医療費負担金など国保財政に大きな影響がある公費の見

直しを行う場合、また、保険者へ新たな負担を求める場合は、都道府県や市町村

の意見を踏まえて実施すること。 
 
（４） 被用者保険の更なる適用拡大や生活保護受給者の国保への加入など国保の被保

険者の構造を大きく変動させる制度の見直しについては、国保財政への影響を分

析した上で、都道府県や市町村の意見を踏まえて慎重に検討すること。 
 
（５） 平成28年12月22日の社会保障制度改革推進本部決定を踏まえ、保険者努力支援

制度等の円滑な実施に必要な財政措置については、引き続き国の責任において確

実に行うこと。 
 
（６） 収納対策や医療費適正化などに取り組む保険者の取組結果を評価する保険者努

力支援制度については、保険者へのインセンティブとなるよう評価項目の追加や

評価方法の見直しを随時行うこと。 
 
（７） 医療保険制度間の公平と子育て支援の観点から、こどもに係る均等割保険税軽

減措置については、軽減割合の拡大を進めるとともに地方の負担が生じないよう

地方財政措置などの財政支援を行うこと。また、物価高騰などの影響を受けやす

い低所得者対策の拡充などの被保険者の更なる負担軽減に取り組むこと。 
 
（８） 安定的な財政運営に向け、ひとり親家庭等及び重度心身障害者への医療費助成

に対する減額調整措置の全廃や国定率負担の引上げなどの様々な財政支援策を講

じ、財政基盤の強化に取り組むこと。 
 
（９） 国民健康保険制度を将来にわたって持続可能で安定的な制度として維持してい

くため、外国人の税・社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利用に向

けて、実効性のある対策を講じること。なお、制度改正に係るシステム改修で費

用が生じた場合には、全額国が負担すること。 
 
（10） 前期高齢者交付金や後期高齢者支援金等の精算制度が国保財政運営の不安定要

因となっていることから、可能な限り正確な算出となるよう運用方法の見直しを

行うこと。 
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（11） 制度改正に対応したシステム改修（導入）支援については、市町村の実情等を踏

まえ、事務の効率化や負担の軽減に資するものとし、その費用については全額国

が負担すること。 
 
（12） マイナンバーカードの健康保険証利用については、国の責任において情報セキ

ュリティ対策を徹底するとともに、制度の意義等について、国民及び医療機関へ

の普及・啓発を進めること。あわせて、何らかの事情でマイナンバーカードを持

たない方、特に、介護を要する高齢者や障害者等が、負担が増えることなく、従

来どおり必要な医療を受けることができるよう十分な支援を行うこと。 
 
（13） 子ども・子育て支援納付金について、支援金の目的や使途、負担のあり方等、

制度の概要について、被保険者の理解が十分得られるよう、国の責任において丁

寧な周知広報を行うこと。 
 
（14） 保険料（税）水準の統一に向けた取組に対する財政支援については、保険者努

力支援制度や特別調整交付金により実施されているところではあるが、統一に伴

う法定外一般会計繰入れの廃止などにより保険料（税）の上昇ひいては被保険者

の負担増とならないよう、更なる財政支援を講じること。 
 
（15） 分娩費及び出産時一時金について、新たな制度の具体的な内容や運用方法等に

ついて、国の責任において丁寧な周知広報を行うこと。さらに、分娩費及び出産

時一時金の創設に伴い、業務に必要となる新たな費用については、国において必

要な財政措置を確実に講じること。 
 
（16）  国保に加入すべき個人事業主やフリーランス等が、保険料（税）の節減を目的

として法人役員に就任し、実態を伴わない業務従事などにより健康保険の被保険

者資格を取得する事例の解消に向け、迅速かつ実効性のある措置を講じること。 
 
（17） 将来的には、国の責任の下に、被用者保険も含めた全ての医療保険制度を一元化

すること。そのための議論を早期に開始すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 国民健康保険には、医療ニーズの高い低所得の高齢者や非正規就業者、無職者が多いといった

構造的な問題がある。国保制度改革は構造的な問題の改善に寄与しているものの、こうした問題

の解決に向けて、今後も継続して見直しを行う必要がある。 

・ 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会では、保険税率に関する審議が行われている。

県から市町村に対する納付金額や標準保険税率の情報提示が１月以降となるため、条例改正を予

定する市町村では十分な審議時間の確保が課題となっている。 

・ 本県では、保険料（税）水準の統一について、国が示す仮係数を基に行う納付金・標準保険税

率の試算に基づいて行われることから、仮係数から確定係数にかけての変動が非常に大きい近年

の状況は、国保財政の安定的な運営に支障をきたすおそれがある。 

・ 自治体間の所得調整機能を担う普通調整交付金や高額な医療費の発生による国保財政への急激

な影響を緩和する高額医療費負担金などの公費の見直しに当たっては、当事者である都道府県な

どの意見を確認の上、制度の安定的な運営に資する内容とすべきである。 

・ 令和８年度からの子ども・子育て支援納付金の導入に続き、医師偏在対策に要する費用につい

て保険者からの拠出が検討されているが、負担のあり方や被保険者への負担などについて、都道

府県や市町村の意見を確認の上、導入の是非について慎重に検討すべきである。 
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・ 令和４年及び令和６年にそれぞれ行われた被用者保険の適用拡大は、高齢者及び低所得者が多

い市町村国保の構造的問題を生じさせることとなったため、更なる適用拡大や現在議論が進めら

れている生活保護受給者の国保への加入については、国保財政への影響がないよう慎重に検討す

べきである。 

・ 制度改革の前提条件であった公費による財政支援については、保険者努力支援制度等の制度を

円滑に運営するために不可欠な財源であることから、その確実な確保が求められる。 

・ 保険者努力支援制度については、評価項目の追加や評価方法の見直しにより、保険者機能の強

化につながる取組の実施に向けた強い動機付けとなるように改善すべきである。 

・ 国保財政については、構造的な問題もあり、その実情は地域により様々である。各保険者は収

支改善に向けて収納対策や医療費適正化に取り組んでいるが、都市部においては保険税の収納率

が低い傾向にあり、必要な財源の確保が課題となっている。 

・ 国保財政の収支改善のためには保険税率の引上げという選択肢もあるが、低所得の高齢者や無

職者が多いことに加えて物価高騰により家計が圧迫されている状況からすると、被保険者にその

負担を求めることも限界がある。 

・ こどもに係る均等割保険税軽減措置については、国において軽減対象を高校生年代まで拡充す

ることが議論されているが、軽減割合は５割にとどまっている。また、県及び市町村の負担を前

提とした制度となっている。 

・ 国保被保険者の保険税負担は他の医療保険制度と比べて重いことから、保険税軽減判定所得や

賦課限度額の引上げによる低所得者対策の拡充など、被保険者負担の軽減に取り組む必要がある。 

・ 制度改革に伴い投入された公費は国保財政の収支改善には寄与するものの、今後の高齢化に伴

う１人当たり医療費の増加への対策としては不十分である。ひとり親家庭等及び重度心身障害者

への医療費助成に対する減額調整措置の全廃や国定率負担の引上げなど、財政基盤強化に向けた

対策の継続的な検討が求められている。 

・ 外国人の税・社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利用は、負担と給付の公平性の

観点からも解消すべき課題となっており、現在、国において「保険料（税）の未納情報を外国人

の在留資格審査に反映するためのシステム改修」などについて検討いただいているところである

が、引き続き、実効性があり、かつ、自治体に負担が生じない制度を構築する必要がある。 

・ 前期高齢者交付金や後期高齢者支援金等の概算額については非常に複雑な算定方法により社会

保険診療報酬支払基金において国の定める伸び率等に基づき算定され各都道府県に示されるが、

当初予算編成に当たって通知される金額と実際に交付される額、納付すべき額として通知される

金額に乖離が生じる仕組みになっており、安定的・効率的な財政運営を行うための一つの支障と

なっている。 

・ 新制度に対応したシステムの改修（導入）については、効率的な事業運営の観点から、自庁シ

ステムの更新に合わせた実施を検討する市町村が多い。また、事務の効率化や負担軽減を求める

意見が多いことから、今後実施するシステムの改修等については、市町村のニーズを踏まえた内

容、財政支援とすることが求められている。 

・ マイナンバーカードの健康保険証利用については、令和６年12月２日に従来の健康保険証を廃

止したが、情報セキュリティ対策の徹底と国民及び医療機関へ広く周知されることが引き続き

求められている。また、後期高齢者医療制度の方には資格確認書を全員に交付するなど国にお

いて一定の配慮はなされているが、何らかの事情によりマイナンバーカードを持たない方であ

っても、従来どおり必要な医療を受けることができる体制は堅持していかなければならない。 

・ 子ども・子育て支援納付金を被保険者が納付するに際しては、その目的や使途、負担のあり方

等、制度の概要について十分な理解を得ることが必要である。 
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・ 本県においては、令和 12 年度の保険税水準の完全統一を目指して、市町村とともに税率改正や

赤字解消の取組を進めているが、法令等において禁止されていない法定外一般会計繰入れを解消

することによる保険税率の上昇、被保険者負担の増加について、市町村や被保険者からの理解を

得ることに苦慮している。保険税水準を統一することで被保険者の負担が大きくなることがない

よう、更なる財政支援や統一達成によるインセンティブの設定が求められている。 

・ 分娩費及び出産時一時金は、出産を望む当事者や医療機関、地方の実情を十分に踏まえること

が必要である。また、分娩費及び出産時一時金の創設によって被保険者等に過度な負担が生じな

いよう対策が求められている。 

・ 本来、国保に加入すべき個人事業主等が法人の役員に就任するなどし、社会保険に加入するこ

とで国民健康保険料（税）の納付を免れる、いわゆる「国保逃れ」が問題となっており、本県の

事例も報道されている。こうした保険料（税）の節減を目的とした行為は、国保の財政運営に多

大な影響を与えるだけでなく、国保制度に対する信頼を大きく損なうものであり、速やかに是正

措置を講じる必要がある。 

・ 国民健康保険制度の安定的な運営や構造的な問題の解決に向け、医療保険制度間における公平

に留意しつつ、被用者保険も含めた全ての医療保険制度の一元化も含め、制度の在り方検討を進

めるべきである。 
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２ 医療機関等の安定運営確保の推進について【一部新規】 

 
                         要望先 ：厚生労働省、総務省 

                       県担当課：保健医療政策課、医療人材課、市町村課 
 

◆提案・要望 

（１） 令和８年度診療報酬改定は、本体部分で30年ぶりの規模のプラス改定となっ

たが、今後の物価等の社会経済情勢により医療機関等の経営に支障が生じた場

合には、年度途中の臨時的な措置も含め、必要な調整を図ること。 

 

（２） 看護師等の医療人材が深刻である中、その確保・定着を図るため、診療報酬に

おいて業務内容や責任の重さに見合った適正な評価を行うこと。 

 

（３） 診療報酬における補填が不十分な控除対象外消費税について税制上の措置を

含めた抜本的な対応を行うこと。 
 
（４） 老朽化した公立病院の建替えに当たり、建設改良に係る病院事業債の元利償還

金に対する一般会計繰出金への地方交付税措置の対象となる建築単価の上限に

ついて、物価動向を踏まえて更なる引き上げを図ること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

 ・ 医療機関の経営環境は、光熱費等の度重なる価格上昇や、賃上げに伴う人件費や業務委託料の

増加の影響を受けて支出が増加する一方で、収入の大部分を占めている国の定める診療報酬が物

価等の上昇分に追い付いていない中、利用者へ負担を転嫁できず、コスト削減にも限界があるこ

とから、非常に厳しい状況が続いていた。 

 ・ この状況を踏まえ、令和７年12月に成立した国の補正予算において、診療報酬改定の効果を前

倒しするための「医療・介護等支援パッケージ」として１兆円を超える予算が計上された。 

 ・ また、令和８年度診療報酬改定では、本体部分が3.09％のプラス改定となったことに加え、物

価の更なる上昇を見据え、令和８年度及び令和９年度の改定率をそれぞれ定め、令和９年度の報

酬改定について見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、令和

９年度予算編成において更なる必要な調整等を行うとされたが、物価の急激な高騰により医療機

関等の経営に支障が生じた場合の年度途中での対応については明らかにされていない。 

 ・ そのため、医療機関等のより安定的な運営確保の推進のためには、今後の経済・物価の動向に

より、医療機関等の経営に支障が生じた場合には、年度途中の臨時的な措置も含め、機動的に必

要な措置を講じることが望ましいと考えられる。 

 ・ 併せて、昨今の物価高騰によって医療機関等の消費税負担が増加していることから、診療報酬

における補填が不十分な控除対象外消費税について税制上の措置を含めた抜本的な対応を行うこ

とが望ましいと考えられる。 

 ・ また、公立病院では、建設改良に係る病院事業債の元利償還金に対する繰出金への地方交付税

措置は建築単価により上限が定められており、令和３年度以降、毎年度単価が引き上げられてい

るものの、未だに実勢と乖離している。近年の建築資材の高騰や労務費上昇などによる建設コス

トの高騰は、将来にわたる公立病院の経営に影響を及ぼすこととなるため、引き続き、物価高騰

を踏まえた単価の見直しが必要である。 
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 ・ 看護師等の医療人材が深刻である中、その確保・定着を図るため、診療報酬において業務内容

や責任の重さに見合った適正な評価を行うことが求められる。 
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３ 保健師等の専門人材を確保し派遣する場合の特別交付税措置の要件の緩和等【新規】 

 

 

要望先 ：総務省、厚生労働省 

                            県担当課：保健医療政策課 
 

◆提案・要望 

（１） 都道府県等が保健師等の専門人材を確保し、市町村に対して派遣する場合の特

別交付税措置について、現行の要件である連携協約の締結を必須の要件とせず、議

決を要しない協定、覚書等をもって交付税措置の対象とすること。 

 

（２） 保健師等の専門人材を受け入れる市町村への措置について、派遣初年度分のみ

の措置としているところ、人材定着のための技術継承に十分な期間、財政支援を

行うこと。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 本県の市町村のうち、一部の市町村では保健師の採用や確保が極めて困難な状況である。特

に、小規模市町村では高齢化が著しく進んでおり、保健師の確保が住民サービス維持のために

不可欠である。 

・ そのため、保健師を地方自治法第252条の２第１項に基づき県から派遣することで支援を行う

ことを検討しているが、小規模市町村の財政状況は厳しく、専門人材を受け入れるための財政負

担が困難な状況である。 

・ 国の財政支援として、地方公務員の人材確保に係る特別交付税措置が令和６年度に創設されて

いるが、現行制度下での対象は、都道府県等が市町村（政令指定都市、中核市及び県庁所在地を

除く。）と連携協約を締結し、当該市町村が必要とする専門性を有する人材（保健師や保育士、税

務や用地など様々な分野における専門性を有する人材が対象とされている）を確保し派遣する場

合の募集経費及び人件費について、特別交付税措置を講ずることとされている。 

・ しかし、連携協約の締結には都道府県等及び市町村双方の議会の議決が必要であり、時間と労

力がかかることから、迅速な派遣が困難となっている。 

・ また、期間についても、専門人材を受け入れる市町村への措置の場合は、派遣先ポストにつき

派遣初年度分のみが措置対象となっている。しかし、小規模市町村における保健師人材の確保が

困難な状況は、数年来にわたって継続することが見込まれ、単年度の措置では不十分である。 

・ 小規模市町村における専門人材不足は喫緊の課題であり、迅速な対応が求められる。 

 

◆参考 

 ○総務省｢人材・育成確保基本方針策定指針｣（令和５年12月） 

   市区町村の専門人材の確保に係る都道府県等の支援として「都道府県において必要な人材を

確保の上、市区町村支援業務に当たらせたり、市区町村職員として派遣するなどの支援を検討

していくこと」とされている。 

   厚生労働省では、令和７年度に健康・生活衛生局健康課保健指導室による「都道府県支援に

よる小規模自治体等保健師確保等モデル事業」が実施され、本県もモデル自治体として参加し

ている。  
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４ データ連携等による医療機関の事務負担増加への対応【新規】 

 

 

                          要望先 ：厚生労働省 

                          県担当課：保健医療政策課、医療整備課 
 

◆提案・要望 

 医療の見える化の推進においては、報告制度の統合やＮＤＢデータ等の既存のオープ

ンデータとの連携や、Ｇ－ＭＩＳへのファイルアップロード機能の拡充等を図ることに

より、医療機関の事務負担を極力減らすよう考慮すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携

を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とする地域医療構想の推進

に当たっては、各構想区域に設置した地域医療構想調整会議において、「病床機能報告」や「外来

機能報告」により医療機関から報告を受けたデータを利活用しながら、病床の機能分化・連携に

向けた協議を行っている。 

・ また、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援するために運用されている「医療機能情

報提供制度」においても、医療機関から医療機能等に関する情報について報告を受け、その内容

を公表している。 

・ これら現行の「病床機能報告制度」や「外来機能報告制度」、「医療機能情報提供制度」に加え

て、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択するため

の情報提供を強化するため、令和７年度には「かかりつけ医機能報告制度」が新たに開始された。 

  さらに令和８年度には、新たな地域医療構想において、医療機関の役割分担を明確化するため

に「医療機関機能報告制度」の開始が予定されている。 

・ 地域医療構想の推進や国民・患者に対する医療機能等についての情報提供のために、必要な情

報を収集し、医療の「見える化」を推進することは重要なことであるが、こうした報告制度の増

加に伴い、医療機関の事務負担が年々増加しており、本来の医療提供に支障をきたし、地域医療

体制の維持・充実に影響する懸念があるとの意見も挙がっている。 

・ そこで、医療の見える化の推進を図りつつ、医療機関の事務負担の増大を防ぎ、本来の医療提

供に支障をきたさないため、複数の報告制度を統合し、重複した報告事項を徹底的に排除すると

ともに、ＮＤＢデータ等の既存のオープンデータとの連携や全国医療情報プラットフォームの早

期の整備により、医療機関や自治体の事務負担を極力減らすよう考慮する必要がある。 

・ なお、ＧーＭＩＳについては、スマートフォンやタブレット端末に対応可能とし、ユーザーイ

ンターフェイスの向上を図るとともに、医療用手袋の備蓄放出で活用している緊急配布要請機能

については、都道府県の必要入力事項の一括アップロード機能を付加する等、効率的な事務処理

ができるよう機能拡充を行うこと。 

 

◆参考 

○ＮＤＢデータ 

 「National Data Base」の略称で、厚生労働省保険局が管理している「レセプト情報・特定健診等

情報データベース」のこと。 
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○全国医療情報プラットフォーム 

 オンライン資格確認等システムのネットワークを拡充し、レセプト・特定健診等情報に加え、予

防接種、電子処方箋情報、自治体検診情報、電子カルテ等の医療（介護を含む）全般にわたる情報

について共有・交換できる全国的なプラットフォームのこと 
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５ 地域医療介護総合確保基金（医療分）の対象事業の拡大について【新規】 

 

 

要望先 ：厚生労働省 

県担当課：医療人材課 
 

◆提案・要望 

（１） 地域医療教育センター等における教育・研修用シミュレーターの保守・維持管

理費について、地域医療介護総合確保基金の充当対象に位置付けるよう、制度を

見直すこと。 
 
（２） 病院が宿舎を借り上げた際の費用についても、地域医療介護総合確保基金の充

当対象として位置付けるよう、制度を見直すこと。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 本県で医師・看護師等の医療従事者の臨床能力向上を目的として設置されている「地域医療教

育センター」では、各種シミュレーター等を活用した実践的な教育・研修が行われており、地域

医療の質の維持・向上に大きく寄与している。 

・ しかしながら、これらのシミュレーターの保守・維持管理に係る経費については、現行制度

上、地域医療介護総合確保基金の充当対象とはなっておらず、すべて一般財源により対応せざ

るを得ない状況にある。 

・ 地域医療教育センター等における教育・研修用シミュレーターの保守・維持管理費が地域医療

介護総合確保基金の充当対象になることで、シミュレーターの保守が安定的に行われ、機器の不

具合による研修中断を防ぐことができ、結果として、医療従事者のスキルアップが計画的かつ継

続的に実施可能となる。 

・ また、看護職員確保について、病院が新たに宿舎を建設する場合の費用については、看護職員

の定着促進に合致するものとして、地域医療介護総合確保基金の充当対象とされているが、病院

が宿舎を借り上げる場合の費用は同基金の充当対象となっていない。 

・ しかし、宿舎の建設は病院にとって大きな負担となるため、宿舎の借り上げによって対応した

いと考えている病院が多い。宿舎の借り上げは、看護職員の定着促進という観点においては、宿

舎建設と同等の効果があることから、その費用が地域医療介護総合確保基金の充当対象になるこ

とで、病院が看護職員確保を行いやすくなり、医療提供体制の確保を図ることができる。 

 

◆参考 

 ○地域医療介護総合確保基金 

 ・平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設。 

 ・各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。 
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６ 医療提供体制の整備に必要な財源の確保や制度の改善【一部新規】 

 
                              要望先  ：総務省、厚生労働省 

                              県担当課：医療整備課、薬務課 
 

◆提案・要望 

（１） 地域の実情に応じた医療提供体制の整備や医師確保、質の高い効率的な医療の

提供を進めるため、必要な財源を十分に確保すること。 
 
（２） 周産期医療・救急医療（小児医療を含む。）・災害時医療等について、補助要件や

基準額等の見直しを行うこと。 
 
（３） 地域医療介護総合確保基金について、事業区分間の調整を柔軟に行えるように

するとともに、対象事業を十分に実施できる交付額を確保すること。 
 
（４） 医療ＤＸの推進に向けたシステム構築に当たっては、医療機関の利便性の向上

や、情報セキュリティの確保を図るとともに、システムの導入や更新に伴う負担

軽減等のための支援を行うこと。 

 また、医療機関の老朽化が深刻化している現状と、近年の著しい建設費高騰等

の影響を踏まえ、建替え等に係る補助メニューを創設すること。 

 

（５） へき地以外の医療資源が少ない地域の住民や、高齢者等の利便性向上のため、 

オンライン診療受診施設を設置できる薬局について柔軟に運用できるようにする 

こと。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 急速な高齢化が見込まれている本県では、高齢化の進展に合わせて医療ニーズも高まることか

ら、医療を提供する医師、看護師などの医療従事者の確保・定着が大きな課題となっている。 

・ 特に、産科、小児科、救急などの特定医療分野の医師不足等により、救急医療では、多数の搬

送困難事案が発生しており、周産期医療においても、母体・新生児の搬送先が円滑に決まらない

事案が生じている。 

・ 災害時医療では、災害の激甚化・頻発化を踏まえ、医療機関の備えを強化する必要がある。 

・ 国では救急医療（小児医療を含む。）や周産期医療、災害時医療などの医療体制を整備するため

に医師確保対策や運営費、施設・設備整備等を含めた多彩な補助制度を創設している。しかし、

本県の重要な事業である救命救急センター運営事業や周産期母子医療センター運営事業等が含

まれる医療提供体制推進事業費補助金については、交付額が事業計画額を下回ったことにより、

事業計画の見直しなどの影響が生じ、補助基準額どおり運営費補助金を交付できないなど、医療

機関の適正な運営に支障が生じかねない事態となっていることから、不足分についてはやむを得

ず県の一般財源で補填している。 

さらに、搬送困難事案を受け入れる医療機関への補助を含む医療施設運営費等補助金について

も、これまで交付申請額に対して満額交付されていたところ、令和６年度から交付申請額に対す

る交付割合が急激に低下しており、こちらについても不足分についてやむを得ず県の一般財源で

補填している。 

また、医療機関の耐震整備、浸水対策事業等を含む医療提供体制施設整備交付金も同様に、交
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付額が事業計画額を下回っており、医療機関の災害への備えに支障が生じかねない事態となって

いる。 

・ 令和７年度の国の補正予算の中で「医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援」の中

に、分娩取扱や救急車受入等に係る加算措置があったが、診療所及び助産所は対象外であった。

しかし、病院だけでなく診療所及び助産所も周産期医療や救急医療に貢献していることから、

国がこうした支援について検討する場合は、診療所及び助産所に対する配慮が必要である。 

・ ドクターカーは救命率の向上や後遺症の軽減を図る上で果たす役割が大きいため、運用実績に

見合ったきめ細やかな補助要件の設定が望まれる。 

・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）について、国はハード整備を中心とした事業区分Ⅰ「病

床の機能分化・連携」に重点配分を行っており、また、異なる事業区分間での流用は認めていな

い。本県においては、増加する医療需要に対応するため、事業区分Ⅳ「医療従事者の確保」を活

用した事業を充実することが最優先であり、地域の実情に沿った基金活用が可能となる枠組みが

望まれる。 

・ 本県では医療機関の老朽化が進み、建替えや大規模修繕が必要な施設が増えているうえ、将来

的にも病床不足が見込まれるため、現在病床を持つ医療機関を維持・確保する支援が不可欠であ

る中で、近年の建設費高騰のため建替えが困難なケースが多いのが現状である。そのため、本県

のように病床が不足する地域では老朽化対策として病院建替えを補助する制度を新たに設ける

必要がある。 

・ 国の「医療ＤＸ令和ビジョン2030」では、全国医療情報プラットホームの構築を進めており、

全国の医療機関や薬局などで患者の電子情報を共有する電子カルテ情報共有サービスの運用を

開始している。国では、2030年までに電子カルテの普及率を100%とする目標を掲げている中で、

普及率は2023年10月時点で55％にとどまっており、未導入の理由としてシステム改修コストの負

担や費用対効果が見合わないことや情報漏洩の不安等が挙げられている。国において、システム

の導入や更新等維持に伴う負担軽減のための財政支援を行うとともに医療機関におけるサイバ

ーセキュリティ確保に向けた取組を実施する必要がある。 

・ 地域で成果をあげた地域医療情報連携ネットワークにおいて、加入者数や医療機関等の拡大が

図られなかったことから、スケールメリットを生かすことができなかった。その取組や機能を国

の仕組みに取り入れ、効果的・効率的に実施できるよう構築していく必要がある。 

・ 令和７年12月の医療法等の一部改正により、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として

「オンライン診療受診施設」が創設された。 

・ 医療法では、オンライン診療受診施設として薬局を除外していないが、保険薬局及び保険薬剤

師療養担当規則の一部を改正する省令等では、「医薬分業の趣旨を踏まえ、保険薬局内に当該施設

を設置することは原則認めない、ただし、医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保等を踏ま

えた配慮として、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局については、保険薬局とオンライ

ン診療受診施設の一体的な構造・経営の禁止は適用せず、個別に問題がないか確認し、保険薬局

内でのオンライン診療受診施設の設置を可能とする。」としている。 

・ 医療計画におけるへき地以外の医療資源が少ない地域の住民や、高齢者等が薬局等においてオ

ンライン診療を受診できるようにすることで、薬剤師等による患者支援が可能となり、利便性の

向上が見込まれる。このため、薬局内にオンライン診療受診施設を設けることについて、できる

だけ柔軟に運用する必要がある。 
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７ 外国人患者を受け入れる医療機関に対する支援制度の充実 

 
要望先 ：法務省、厚生労働省、観光庁 

                          県担当課：医療整備課        
 

◆提案・要望 

（１） 在日外国人の未払医療費の補助制度について、救命救急センターだけでなく全

ての救急医療機関を対象とするほか、必要な財源を十分に確保するとともに、未

払医療費による医療機関の負担をなくすため、補助要件や補助率の見直しを行う

こと。 
 
（２） 増加する訪日外国人に対し、急な病気やけが等に対応する旅行保険の加入を国

が積極的に促すとともに未払医療費に対する補助制度の拡充を図ること。 
 
（３） 国が設置した、医療機関における外国人対応に資する夜間・休日のワンストップ

窓口について、相談体制の一元化、効率化を図るため、毎日24時間対応とすること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

＜在日外国人＞ 

・ 令和７年１月１日現在の国内の不法滞在者数は、約７万人である。 

・ 本県の在留外国人は約28万人（令和７年６月末現在）いるが、在留期間満了後も日本にとどま

る不法滞在者が医療機関を受診し、医療費を支払わない悪質なケースも増加している。 

・ 不法滞在者が119番通報するケースは特に搬送困難事案になりやすく、救急車が現場で長時間滞

在した結果、傷病者に命の危険が及ぶ場合があるだけでなく、他の救急要請に支障を来す事態と

なっている。 

・ 特に本県では、救命救急センター以外の救急医療機関についても未払医療費を補填する制度を

実施しているが、在日外国人を県外の医療機関に搬送し、未払医療費が発生しても、受け入れた

医療機関には全く補填されないため、県外への搬送に支障を来している。 

・ 在日外国人が救命救急センターを受診した場合には国の補助制度（医療提供体制推進事業費補

助金）があるが救命救急センターが受け取れるのは最大でも未払医療費の総額から20万円を控除

した額の３分の２までであり、残りの未払医療費は救命救急センターが負担する制度となってい

る。 

・ しかも、必要な財源が確保されていないため、国からの交付額は必要額の約６割にとどまって

いる。 

・ さらに救命救急センター以外の医療機関における未払医療費については国の補助制度がないた

め、県が独自事業で市町村とともに一部を助成しているが、本来は外国人の在留管理を行ってい

る国が主体的に取り組む問題である。 
 

＜訪日外国人＞ 

・ 令和７年の訪日外国人は約4,270万人※で、過去最高を更新した。また、国は2030年に6,000

万人まで増やすことを目指している。※出展：日本政府観光局「訪日外客統計」 

・ 本県でも川越や長瀞などの観光スポットやアニメの聖地があることなどから、訪日外国人は多

く、令和６年は約70万人（推計値）が訪れていた。 
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・ その一方、訪日外国人については約３割が旅行保険に加入していないというデータもある。 

・ 旅行保険に加入していない訪日外国人が急な病気やけが等で医療機関を受診し、高額な医療費

がかかった結果、未払いとなる事案が問題となっている。 

・ また、訪日外国人の未払医療費については「行旅病人及行旅死亡人取扱法」により費用弁償を

する制度があるものの、救護者がいれば資財の有無に関わらず適用外とされているため、実質的

に費用弁償される例は少ない。 

・ 訪日外国人が従来どおりに入国するようになってきているところ、訪日外国人の急なけがや病

気に対応するためには、訪日外国人の入国を管理している国が主体となって、航空機内や入国審

査時などあらゆる機会を捉えた旅行保険の加入の促進に取り組むとともに、あらかじめ未払医療

費に対する補助制度の拡充を図る必要がある。 
 

＜医療機関における未払医療費＞ 

・ 県内の救急医療機関等に対し令和６年度中に回収不能となった外国人の未払医療費について調

査を行ったところ、１年間に６医療機関で合計約900万円の未払医療費が発生していた。 

・ さらに、県を跨いで外国人患者が搬送され、未払医療費が発生するケースもあり、各都道府県

独自の取組では限界がある。 

・ 今後も我が国の地域医療体制を円滑に確保するため、外国人の未払医療費については、外国人

の入国管理を行う権限を有する国が主体となって対策を講じ、地方自治体や医療機関に負担が生

じない制度の創設が必要である。 

 

＜医療機関における外国人対応に資するワンストップ窓口＞ 

・ 国は、令和元年10月から、医療機関における未払医療費の対応などの外国人対応に資するワン

ストップ窓口を設置したが、その利用可能時間は平日の夜間及び土日祝日に限られている。 

・ これは、国が、平日日中の時間帯の窓口は、都道府県が国の補助金（補助率２分の１）を活用

して設置するものとしているためである。 

・ しかし、仮に国と県で委託先の業者が異なった場合、利用者にとっては、相談する時間帯によ

って電話番号、応対者等が異なることとなり、不便なものとなるおそれがある。 

・ また、医療機関の外国人対応に関する相談という、専門性が高く、広範な内容の相談に対応で

きる事業者は全国でも一部の事業者に限られることから、地域性を勘案して都道府県ごとに契約

するよりも、国が一括して契約し、利用可能時間を毎日24時間とすることで、当該事業全体の経

費の削減にもつながる。 

・ 以上により、国の相談窓口の利用可能時間を拡大し毎日24時間とすべきである。 
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８ 新生児マススクリーニング検査の対象疾患の拡大 

 
要望先 ：こども家庭庁 

                                 県担当課：健康長寿課 
 

◆提案・要望 

 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業の対象疾患である重症複合免疫不全

症（ＳＣＩＤ）、脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）のほか、早期発見・早期治療により、治療効

果が高いとされるライソゾーム病の一部などの疾患について、全ての新生児が検査を受

けられるよう、早急に新生児マススクリーニング検査の対象に追加するとともに、安定

的かつ十分な財政措置を講じること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 新生児マススクリーニング検査は、疾病を早期に発見し、早期に治療を行うことで障害を予防

することを目的に、全都道府県が新生児に対し、20疾患の検査を公費負担で実施している。 

・ 最近の医療の進展に伴い、対象疾患の拡大が検討されており、国では、重症複合免疫不全症

（ＳＣＩＤ）、脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）を対象に、「新生児マススクリーニング検査に関する

実証事業」（以下「実証事業」という。）を開始している。 

・ しかし、新生児マススクリーニング検査は産科医療機関等の所在地を管轄する都道府県・政令

市により実施されるため、里帰り出産等で、実証事業未実施の自治体内で出生した新生児は当該

検査を受けられない状況にある。 

・ また、上記以外のライソゾーム病の一部及び副腎白質ジストロフィーについては、保護者負担

により実施する事例のほか、独自に公費負担を開始する都道府県も見られるなど、全国的に20疾

患以外のマススクリーニング検査が進展している。 

・ これらの疾患は新生児マススクリーニング検査により早期発見・早期治療につながり、治療効

果が高い疾患であることから、保護者負担の有無や自治体によって差が生じることがなく、全て

の新生児がマススクリーニング検査を受けられるよう体制を整備すべきである。 
 

◆参考 

 ○早期発見、早期治療が可能となった希少難治性疾患 

 ・重症複合免疫不全症(ＳＣＩＤ） 

  生まれつき体の中の免疫細胞（Ｔ細胞やＢ細胞など）がうまく働かず、感染に対する抵抗力が

低下する病気である。ロタウイルスワクチン接種の禁忌疾患であるが、ロタウイルスワクチンが

接種できる生後２か月では発症していないことも多く、スクリーニングが実施されずにロタウイ

ルスワクチンを接種した場合、持続性のウイルス感染症、多臓器への感染の波及など大変危険な

状態になるおそれがある。 
 

 ・脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ） 

  脊髄の運動神経細胞(脊髄前角細胞)の病変によって起こる神経原性の筋萎縮症である。体幹や

四肢の筋力低下、筋萎縮を進行性に示す。現在は有効な治療薬があるため、早期発見・治療を行

うことにより、症状の改善が見込まれる。 
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 ・ライソゾーム病 

  体内の不要なエネルギーを分解・排出する細胞（ライソゾーム）内の分解酵素の一つが先天的

に不足しているため、様々な臓器・器官に不要物質が蓄積し、お腹が腫れる、貧血、けいれんな

どの症状を引き起こす進行性・遺伝性の疾患。 

  症状が出現する前に酵素を補充する治療法や造血幹細胞移植などがある。 

 

 ・副腎白質ジストロフィー 

  副腎という臓器の機能不全を特徴とし、男性に起こる遺伝性の疾患である。 

  小児で発症する場合、知能低下、行動の異常、斜視、聴力・視力低下など現れて、更に進行す

ると通常１～２年で寝たきりとなる。 

  発症早期の場合には造血幹細胞移植の効果が報告されている。 
 

 ○国の動向 

  昭和52年度 厚生省（当時）通知「先天性代謝異常検査等の実施について」に基づき事業開始

（対象６疾患） 

  平成13年度 地方交付税措置により一般財源化 

  平成23年度 タンデムマス検査について地方交付税措置（対象16疾患） 

  平成29年度 対象疾患追加（20疾患） 

  令和５年度 令和５年度補正予算により、重症複合免疫不全症及び脊髄性筋萎縮症について 

       対象疾患追加に向けた実証事業を開始 

  



182 

 

９ ＡＹＡ世代の終末期がん患者の在宅療養生活支援体制の整備 

 
要望先 ：厚生労働省 

県担当課：疾病対策課 
 

◆提案・要望 

 介護保険制度や小児慢性特定疾病の医療費助成制度を利用できない40歳未満のがん患

者のうち終末期の在宅療養を希望する者に対し療養生活の助成制度を創設するなど、Ａ

ＹＡ世代のがん対策を推進すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ 20 歳未満のがん患者には小児慢性特定疾病事業による医療費助成制度があり、40 歳以上のが

ん患者には介護保険の特定疾病による支援制度がある。一方で、20 歳から 40 歳未満のがん患者

や18歳又は 19歳で小児慢性特定疾病事業による医療費助成を受けていない患者については、医

療費助成や療養生活における支援制度がなく、経済的な負担が大きい。そのため、がん患者が住

み慣れた地域社会で安心して終末期を迎えることができるよう、制度の創設が必要である。 

・ 本県では、令和６年４月からがん患者ウェルビーイング支援事業としてＡＹＡ世代の終末期在

宅療養支援事業を開始したところであるが、こうしたがん患者への支援は全国的な課題であり、

本来、国がナショナルミニマムとして国が統一的に実施するべきものと考えることから、全国一

律の制度創設が必要である。 

 

◆参考 

 ○年齢層別による医療費助成一覧 
 

 ＡＹＡ世代のがん患者  

 
18歳未満 

18歳～20歳 

未満 

20～40歳 

未満 
40歳以上 

小児慢性特定疾病事

業による医療費助成 
対象 原則対象外※ 対象外 対象外 

介護保険の特定疾病

による支援 
対象外 対象外 対象外 対象 

※18歳未満から継続して小児慢性特定疾病事業による医療費助成を受けている患者は、20歳の誕生

日の前日までは助成対象となる 

  

年齢 

支援制度 
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10 がん患者の外見の変化に対する心理・社会的苦痛への支援体制の整備 

 
要望先 ：厚生労働省 

県担当課：疾病対策課 
 

◆提案・要望 

 がん治療による外見上の変化に対するウィッグ等のアピアランスケア用品の購入費用

の補助制度を創設するなどの財政的な支援制度を整備すること。 
 

 

◆本県の現状・課題等 

・ がんは２人に１人が罹患する病気であるが、がん医療の進歩により、治療を受けながら仕事や

学習などの社会生活を送る人が増加している。一方で、がん治療による休職や退職等により収入

が減少する中、治療費が高額で長期にわたるため、経済的負担が大きい。 

・ がんの治療と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持するため、治療によ

る脱毛や身体欠損等の外見上の変化により日常生活に支障をきたしているがん患者に対する財

政的な支援制度の創設が必要である。 

・ 本県は、令和６年４月からがん患者ウェルビーイング支援事業としてアピアランス助成事業を 

開始したところであるが、こうしたがん患者への支援は全国的な課題であり、本来、ナショナル 

ミニマムとして国が統一的に実施するものと考えることから、全国一律の制度創設が必要である。 
 
◆参考 

○がん治療で外見の変化を体験した患者の症状別割合・・・58.1% 

 （症状別の苦痛度） 

 

 

 

 

 
 

○外見の変化により日常生活に影響が生じた患者割合（複数回答） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 参考：がん治療に伴う外見の変化とその対処に関する実態調査 

    国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター 

             調査期間(2018年 3月 2日～3月22日) 

             調査対象(がん患者1,034名) 

33.9

50

20.4

13.4

19.6

20.7

26.1

15.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

頭髪の脱毛

乳房を切除し失う かなり苦痛

苦痛

少し苦痛

苦痛ではない

40.1 40.2

42.6

外出の機会が減った 人と会うのがおっくうになった 仕事や学校を辞めたり休んだ

％ ％

％
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11 モバイルファーマシー®の整備促進について 

 
要望先 ：厚生労働省 

                                  県担当課：薬務課 
 

◆提案・要望 

（１） モバイルファーマシー®の導入に当たって、その車両購入費及び改造費に要す

る経費並びに車検費用及び修理費等の車両維持経費について補助制度を創設する

こと。 
 
（２） 医療機関や薬局からの遠隔地に居住する高齢者等を支援するため、平時におい

てもモバイルファーマシー®を活用できるための制度を整えること。 
 

 
◆本県の現状・課題等 

・ モバイルファーマシー®とは、大規模災害時に被災地で医療用医薬品の調剤と供給を行う「災

害対策医薬品供給車両」のことで、調剤用機器や医薬品を搭載してライフライン喪失下でも自立

して調剤ができることから、移動薬局車とも呼ばれる。 

・ 令和６年１月１日に発災した能登半島地震では、「モバイルファーマシー®」が全国各地から派

遣され、ＤＭＡＴ等と連携しながら避難所などにおいて被災者に医薬品を提供した。 

・ モバイルファーマシー®を活用した医療救護活動は、地元医療機関の機能が低下したことに加え、

道路状況の悪化により医療へのアクセスが制限された被災者の健康を支える重要な役割を担った。 

・ 能登半島地震における医療救護活動で能力を実証したモバイルファーマシー®は、災害時の医療

救護活動に高いポテンシャルを有することから、災害対策の一つとして整備することが重要である。 

・ 一方、車両の購入及び改造に係るイニシャルコストが高いことと平時には維持管理費がかかる

ことなどから、導入事例は少なく、全国で25団体により26台が保有されるにとどまっている。 

・ 近い将来発生が予測される首都直下地震などの大規模災害時において県内被災地での医療救護

活動に従事させるだけでなく、県外の大規模災害への支援策の一つとしても、モバイルファーマ

シー®を整備し、速やかに被災地に派遣し、医療を必要とする被災者に対し効果的な医療救護の提

供をすることができる体制整備が必要である。 

・ 車両の導入に当たっては、県薬剤師会や県内に薬学部を持つ２大学などと導入方法や導入後の

運用方策等を協議し、最も効果の高いスキームを検討していく。 

・ 薬剤師法の規定により薬剤師は薬局以外の場所で調剤を行うことが認められていない。このた

め、平時における活用方法は限られており、高い能力を持つモバイルファーマシー®を有効活用で

きていない。 
 
◆参考 

 ○モバイルファーマシー®導入事例 

  薬剤師会16台、薬科大学５台、民間企業４台、自治体１台の計26台（Ｒ８.４月現在） 

  宮城県薬剤師会、大分県薬剤師会、和歌山県薬剤師会、広島県薬剤師会、鳥取県薬剤師会、八千代

市薬剤師会（千葉県）、兵庫県薬剤師会（協定で民間企業から借上げ）、三重県薬剤師会、岐阜薬科大

学、静岡県薬剤師会、（有）アイ薬局（岡山県）、熊本県薬剤師会、大阪府薬剤師会（協定で民間企業

から借上げ）、横浜薬科大学（２台）、第一薬科大学(福岡県)、東京薬科大学、徳島県薬剤師会、山梨

県薬剤師会、福岡県薬剤師会、（㈱）ナカジマ薬局（北海道）、宮崎県薬剤師会、愛媛県薬剤師会、石

川県薬剤師会、東京都、福島県薬剤師会 


